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はじめに 

 

本市の大気や水などの環境は、全国に先駆け制定した川崎市公害防止条例（以下「旧

公防条例」という。）をはじめとした様々な独自の取組と法規制により大幅な改善が図

られ、近隣都市と比べても遜色ない状況となっています。 

本市は、これまでに京浜工業地帯の中核として我が国の工業発展を牽引してきた一方

で、工場から排出されるばい煙や汚水による公害被害など甚大な公害を経験しました。

これに対して、昭和 47（1972）年に本市独自の大気汚染に関する総量規制を規定した

旧公防条例を制定し、その後も段階的に規制を強化し、平成 12（2000）年には川崎市

公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「市条例」という。）に全面改正すると

ともに、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等による法規制と合わせて対策を進めてきま

した。 

また、平成６（1994）年には、川崎市環境基本計画に公害対策を位置付け施策を推進

し、水環境については、平成 24（2012）年にそれまで取り組んできた川崎市河川水質

管理計画と川崎市地下水保全計画を統合した川崎市水環境保全計画を策定して総合的な

施策を推進してきました。 

このような取組のもと、大幅な改善が図られた大気や水などの環境を良好に保全して

いくことが重要になります。 

また、より良い環境を次の世代に引き継ぐためには、更なる環境の向上を図ることが

必要であり、そのためには、市民や事業者と共に取り組んでいく観点が大切となること

から、市が環境を良くするために取り組んでいる内容を分かりやすく伝えていくことも

重要です。 

このため、この計画では環境を保全するために行われている現在の取組を分かりやす

く伝えるためのページを設けています。大気や水などの環境を保全する取組について、

「何をやっているのか分からない」、「公害をなくすためにどのような取組をしてきたの

かなどについて知りたい、興味がある」といった方は、ぜひ、第２章の「１ 地域環境

を守るための取組」をご覧いただき、関心を持っていただくきっかけとしていただける

と幸いです。 
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 策定の趣旨 

 策定の背景及び目的 

環境行政を総合的かつ計画的に推進するために策定している川崎市環境基本計画（以下

「環境基本計画」という。）では、めざすべき環境像を設定し、環境基本計画の環境要素

の一つとして、「大気や水などの環境保全」を位置づけ、その目標を「大気や水などのき

れいさや安全性を守るとともに、化学物質による環境リスクを低減させるなど、更なる地

域環境の改善をめざす」としています。 

川崎市大気・水環境計画（以下「本計画」という。）は、上位計画である環境基本計画が

取組を推進する分野のうち、「大気や水などの環境保全」分野の取組の推進を担うため、こ

の分野における考え方や目標、具体的な施策を体系的に取りまとめたものです。 

 

本市の大気や水などの環境は、市独自の取組を中心とした施策と合わせて、法規制に基

づく取組を進めてきた結果、多くの項目で環境基準を達成するなど、大幅な改善が図られ

ました。公害の歴史を繰り返さないためにも、改善した良好な環境を保全していくことが

大切です。 

一方で、市民意識調査等の結果からは、依然として市民の意識に公害のイメージが残っ

ており、環境改善が図られたことが浸透しているとはいえない状況がうかがわれます。よ

り良い大気や水などの環境を次の世代に引き継ぐためにも、更なる環境の向上を図るとと

もに、環境が良好であることについて実感してもらうための取組が大切になります。 

 

そのような状況があることから、本市は、令和元（2019）年５月に川崎市環境審議会（以

下「審議会」という。）に、「大気や水などの環境保全の推進に向けた考え方」について諮

問を行いました。審議会では、大気や水などの環境保全を総合的に進めるための方向性や

視点の考え方も含めて審議をしてきました。 

審議会での主な意見として、 

・これまでの取組の継続により、良好な環境を維持することが重要であること 

・更なる環境の向上を図るために、「環境に関する市民の実感」という観点を持つことは

重要であり、そのために今実施している取組を市民に知ってもらう必要があること 

などがあり、こうした御意見を踏まえながら幅広い見地から審議を重ね、令和 2（2020）

年 11 月に審議会から答申をいただきました。 
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以上のことを踏まえ、大気や水などの環境を良好に保全していくことに加えて、更なる

環境の向上や実感の向上を図っていくためには、法律や条例に基づくこれまでの取組に加

え、市民や事業者の連携・協力・参加の促進を図るといった視点も加えて総合的に取り組

んでいく必要があり、こうした取組を効果的かつ計画的に推進するために本計画を策定し

ます。 

 

 
 

  

●審議会からの主な意見 

・これまでの規制を中心とした取組により、ほぼ環境基準を達成しているので、法律

や条例に基づくこれまでの取組を継続することで現状の良好な環境を維持していく

ことが重要 

・今後は、環境に関する市民の実感という観点を持つことが重要であり、環境配慮意

識や市民実感の向上について計画に位置づけることが必要 

・環境と経済を総合的に捉えた取組のひとつとして、事業者の自主的な取組の促進を

図ることが効果的 

・更なる環境の向上を図るためには、事業者の協力、市民や市民団体との協働、他分野

との連携、広域的課題の解決に向けた連携を推進することが必要 

・市民意識を見ると、環境を良くするために今取り組んでいる内容が伝わっていない

ように思われるので、現在実施している取組を市民に伝えることが重要 

・地域ごとに異なる特性を考慮することが川崎らしさにもつながるので、地域の特性

を踏まえた取組を進める視点が重要 
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 基本的事項 

 位置づけ及び対象範囲 

 位置づけ 

川崎市総合計画で定めるめざす都市像「成長と成熟の調和による持続可能な最幸の

まち かわさき」を環境面から実現していく役割を担い、環境行政を総合的かつ計画的

に推進するための基本指針である環境基本計画が掲げる環境要素のうち、本計画では

「大気や水などの環境保全」分野の考え方や目標、施策体系、具体的な取組を示し、

施策の推進を図ります。 

また、本計画は、環境基本計画が取組を推進する分野のうち、「大気や水などの環

境保全」分野を担う「個別計画」として位置づけます。 

なお、本計画は、大気や水などの環境保全分野全般を対象とすることから、これま

で水環境に係る施策を推進してきた川崎市水環境保全計画（P.７ コラム参照）は、本

計画に統合します。 

 

図 １-1 位置づけ 

 

 対象範囲 

環境基本計画における環境要素「大気や水などの環境保全」を形成する大気環境（大

気、騒音、振動、悪臭）、水環境（水、土壌、地盤）、化学物質（大気や水などの環境

中に含まれるもの）に加え、「１ 策定の背景及び目的」で述べた環境改善についての

実感の向上に取り組むため、大気や水などの環境に関する市民の実感（市民実感）を

対象範囲とします。 

 

環境分野の主な計画等
川崎市一般廃棄物処理基本計画
川崎市産業廃棄物処理指導計画

川崎市地球温暖化対策推進基本計画
かわさきカーボンゼロチャレンジ2050

川崎市緑の基本計画
生物多様性かわさき戦略

川崎市
大気・水環境計画

国の計画
第五次環境基本計画
地球温暖化対策計画
水循環基本計画
生物多様性国家戦略 等

川崎市総合計画

関連計画等
川崎市SDGs推進方針
川崎市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
川崎市臨海部ビジョン
川崎市上下水道ビジョン
川崎市多摩川プラン
二ヶ領用水総合基本計画 等

川崎市環境基本計画

関係法令
環境基本法
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法
土壌汚染対策法
化学物質排出把握管理促進法

等
川崎市環境基本条例
川崎市公害防止等生活環境の

保全に関する条例
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 計画期間 

本計画は、上位計画である環境基本計画と整合を図り、令和３（2021）年度から概ね

10 年先を見据えながら、「大気や水などの環境保全」分野における令和３（2021）年度

から令和７（2025）年度までの５年間の具体的な取組をとりまとめた計画とします。 

大気や水などの環境の変化を継続的かつ長期的に把握し、取組の効果を踏まえつつ見

直しを図っていく観点から、策定後５年で具体的な取組の見直しを行います。 

 

図 １-2 計画期間 

 

 

R3

（2021）

R4

（2022）

R5

（2023）

R6

（2024）

R7

（2025）

R8

（2026）

R9

（2027）

R10

（2028）

R11

（2029）

R12

（2030）

基本計画

実行計画

長期的な目標や施策の大綱、各分野の主な施策、環境分野間の連携、他分野との統合的施策などの
横断的な視点を示す

令和3（2021）年度～令和12（2030）年度

環境

基本計画

大気・水

環境計画

大気や水などの環境保全分野に係る考え方、目標、
施策体系、具体的な取組を示す

計画策定後、５年で具体的な取組等の見直し

令和8（2026）年度～令和12（2030）年度

具体的な取組

令和3（2021）年度～令和7（2025）年度

具体的な取組

 

 

●水環境保全計画とは 

平成 24（2012）年に策定した「川崎市水環境保全計画」は、良好な水環境像の実現

に向けて、水環境を構成する「水量」「水質」「水生生物」「水辺地」の４つの要素

ごとに目標を設定するとともに、庁内関連部局で連携して施策を推進してきました。 

 

水環境保全計画における施策体系 

 

本計画では、水環境保全計画を統合し、４つの構成要素に関する取組は、施策体系に

おいて改めて整理し、より良い水環境の実現をめざした取組を推進します。 
 

●良好な水環境とは 

水環境を構成する水量、水質、水生生物、水辺地の 

４つの要素が適正なバランスで構成されている状態 

のことをいいます。 
 

良好な
水環境像

構成
要素

目標 施策の方向

人と水とのつながり
が回復され、市民が
やすらぎ、安心でき
る水環境

水量
水質浄化、豊かな水辺地及び水生生物の生
息生育環境の保全等のための水量を確保し、
健全な水循環が回復されること

Ｉ－１ 現状の平常時河川流量を維持する

Ｉ－２ 適切な地下水量を確保する

Ｉ－３ かん養機能を保全・回復する

水質
公共用水域や地下水への汚染物質の流出を
抑制し、人と水生生物にとって望ましい水
質が確保されること

Ⅱ－１ 汚濁負荷量の削減目標量の達成をめざす

Ⅱ－２ 化学物質の環境リスクを低減する

Ⅱ－３ 水質保全・監視を充実する

水生
生物

水生生物の生息生育環境が保全され、多様
な水生生物との共生がなされること

Ⅲ－１ 水生生物の生息生育環境を保全する

Ⅲ－２ 多様な水生生物との共生がなされる

水辺地
人と水とのふれあいの場となり、身近な水
生生物の生息生育環境となる水辺地が保全
されること

Ⅳ－１ 良好な水辺環境を保全する

Ⅳ－２ 人と水のふれあいを育む

● コラム 川崎市水環境保全計画について 


